
                      

【記載例 3－5】 記載例３－２の設例において、両方の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき 

 

次の区分に応じそれぞれに掲げる算式により計算する（震災税特法 16②）。 
① 再建住宅借入金等の年末残高の合計額が 1,000 万円以下のとき 
  再建住宅借入金等の     
              × ２％  ･･･････････････････→〔100 円未満の端数切捨て〕 

年末残高の合計額 
 

② 再建住宅借入金等の年末残高の合計額が、1,000 万円を超え 2,000 万円以下のとき 
 再建住宅借入金等の 
             × １％ ＋ 10 万円   ･･･････→〔100 円未満の端数切捨て〕 
 年末残高の合計額  
 
③ 再建住宅借入金等の年末残高の合計額が、2,000 万円を超えるとき 
 再建住宅借入金等の 
 年末残高の合計額  × 0.5％  ＋ 20 万円 ････････→〔100 円未満の端数切捨て〕 
 （最高 3,000 万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１４－ 

控除額 



                      

 
① 居住開始年月日         平成11年1月 15日 
増改築等の費用の額／うち居住用 7,000,000円／7,000,000円               
 住宅借入金等に関する事項 
   住宅借入金等の内訳      住宅のみ 
   年末残高（当初借入金額）   5,200,000円（6,000,000円） 
 
② 居住用開始年月日        平成15年11月 15日 
  増改築等の費用の額／うち居住用 5,000,000円／5,000,000円 
  住宅借入金等に関する事項 
   住宅借入金等の内訳      住宅のみ 
   年末残高（当初借入金額）   4,900,000円（5,000,000円） 
 

 

 

[控除額計算明細書] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

控除額： （5,200,000円＋4,900,000円）×0.01＋10万円＝201,000円(100円未満の端数切捨て) 
 
 
 
 
 
 
       控除額： (5,200,000円＋4,900,000円)×0.01＋10万円＝201,000円（100円未満の端数切捨て） 
 
（注）１ 控除額計算明細書の「５ 住宅借入金（取得）等特別控除額の計算」欄（「住宅借入金等の年末残高の合計額」 

欄を除く。）については、記載を要しない。 
   ２ 申告書第二表の｢特例適用条文等｣欄には、先の増改築等した部分に係る居住開始年月日と後の増改築 
    等した部分に係る居住開始年月日のいずれも記載する。 
   ３ 控除額計算明細書及び申告書第二表に記載した居住開始年月日のうち、｢特例の計算方法｣を選択した居 
    住開始年月日を○で囲む。 
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